
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答
1 特記仕様書　7-4

交通規制可能時間に
ついて

テーパー設置開始の条件として、「3回連続して125台/5分以下を下回る」とありま
すが、これは、「3回連続して125台以下/5分間を確認する」と同義でしょうか。ま
た、想定しているテーパー設置開始時間を過ぎても条件を満足することができず、
テーパー撤去時間を守れないと判断して作業中止を決定した場合、【受注者の責め
に帰す事由の増加費用】には該当せず、1回の作業中止ごとに請負者が支払う（労務
費、材料運搬費、補償費、機械運搬費、機械損料等全てを含んだ）費用を、事前協
議の上決定し、設計変更の対象として精算していただけるのでしょうか。

テーパー設置開始の条件は、「3回連続して125台以下/5分
間を確認する」と同義です。また、特記仕様書７－４「交
通規制可能時間」に基づき指示した場合は、別途協議する
ものとします。

2 参考見積書作成する
にあたり、必要な要
素と考えられるため

発注者側に不都合が無ければ、現場付近に設置してあるトラカンの直近1年間程度の
月曜日から木曜日（20：00～22：00）の時間帯の5分間当たりの交通量を公表してい
ただけないでしょうか。

交通量は公表はしていません。
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